
令和 8 年度 神明追塩施設建築工事 
最低制限価格の算出方法について 

 
 

本工事の最低制限価格は以下の方法により算出しております。 
 
 
「志摩市発注工事に係る最低制限価格の運用基準 令和 8 年 6 月 1 日」に記載の「工事区
分⑦ 一般土木工事等（水道事業）」及び「工事区分② 建築工事等」の計算方法により各々
算出し端数処理を行った後、加算したものを最低制限価格としております。 


